
 
 

計画段階環境配慮書に対する市長意見の提出状況 

 

（（仮称）千葉袖ケ浦火力発電所１，２号機建設計画に係る計画段階環境配慮書） 

 
 
１ 木更津市長意見 

 
意見あり（別紙１参照） 

 
 
２ 市原市長意見 

 
意見あり（別紙２参照） 

 
 
３ 袖ケ浦市長意見 

 
意見あり（別紙３参照） 
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千葉県知事鈴木栄治様

(仮称)千葉袖ケ浦火力発電所1,

に対する意見について(回答)

平成27年6月16日付け環第216号にて照会のありました件について、卿俳氏のとお

り回答します。

市環管第 799 号

平成 27年7月8日

市原市長

2号機建設計画に係る計画段階環境配慮書
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(仮称)千葉袖ケ浦火力発電所1,2号機建設計画に係る計画段階環境配慮書

に対する意見について

当該事業は、本市に隣接する袖ケ浦市内に石炭を原動力とする約 100 万 kw

の火力発電設備を2基設置する計画となっています

当該施設の稼動に伴う環境への影響が懸念されることから、今後の事業計画

の検討にあたっては、最大限の環境配慮を要望するとともに、下記のとおり意

見を申し述べます

1 大気環境について

施設の稼動に伴い排出される排ガスについて、高効率の排煙脱硫装置、排

煙脱硝装置及び集じん装置を設置すること、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の最大着地濃度は複数案のいずれもバックグラウンド濃度に比

べて寄与率が小さいこと、また、各物質の将来予測環境濃度は各環境基準の

年平均相当値に適合していることから、大気質に及ぼす影響は少ないという

評価結果となっている

しかしながら、当該事業実施想定区域周辺における現時点での大気質の状況

については、法令による規制に加え、企業の事業活動に伴う環境負荷低減のこ

れまでの取り組みにより改善されてきた経緯があるところである

したがって、今回計画される発電所の稼働に伴い、地域におけるばい煙の

排出量が増加すること、また、関連して、微小粒子状物質及び光化学オキシ

ダントについては、環境基準の達成率が非常に低い状況であることも踏まえ

ていただき、地域における環境負荷を低減させるため、今後の具体的な事業

計画の策定にあたっては、ばい煙の排出量を可能な限り減少させる取り組み

を検討していただきたい
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また、予測対象物質の地上濃度の予測結果が示されているが、季節や風速、

風向等によっては異なる結果が考えられることから、今後の環境影響評価を

慎重に行なっていただきたい。

2 水環境及び動植物について

温排水によって重大な影響を受ける可能性が考えられる周辺海域に生息、す

る動植物について、鉛直方向のみの予測により、温排水3゜C以上上昇域は海

表面に出現しないこと等の理由から、重大な影響は回避・低減されていると

いう評価結果となっている。

しかしながら、 3゜C未満の水温の変化であっても、水域の環境によっては

動植物への影響が懸念される。そこで、今後の環境影響評価において、周辺

海域の透明度や潮流等についても調査した上で、鉛直及び水平方向について

海水温の分布を予測し、海水温の上昇による水環境及び動植物への影響を慎

重に検討していただきたい。

3 温室効果ガスについて

発電用燃料として、今後バイオマス混燃を検討するとしている点について、

二酸化炭素排出抑制対策として評価できる。今後の具体的な事業計画の中で、

安全性はもとより、将来のエネルギー状況の変化等も想定した上で、二酸化

炭素排出抑制に繋がる適切な施設・設備を検討していただきたい。

また、施設の稼働により発生する二酸化炭素については、熱効率等におい

て実績のある最高技術レベルの設備を導入することにより、二酸化炭素の排

出を抑制することが可能であると考えられることから、計画段階配慮事項と

して選定しないとしているが、当該施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出量の

予測及び前述のバイオマス混燃等による二酸化炭素排出抑制対策の評価を行

うためにも、今後の環境影響評価において二酸化炭素を項目に加えていただ

きたい。
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